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国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間

申告（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 4月30日

　e-Taxソフトにログインし申請を行うことで、
提出した申告書のPDFファイルが取得できる
サービス（手数料無料）。対象は、直近3年分（令
和2年分以降）の所得税及び復興特別所得税の
確定申告書及び修正申告書、青色申告決算書、
収支内訳書。利用の際はマイナンバーカード
が必要です。

ワンポイント 申告書等情報取得サービス

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL
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4 月号─2

⑵
　
保
険
給
付
の
名
称

　

給
付
名
の
「（
補
償
）」
は
、
業
務

災
害
と
通
勤
災
害
の
保
険
給
付
の
名

称
の
違
い
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
業
務
災
害
に
よ
り
療
養

を
受
け
る
場
合
は
「
療
養
補
償
等
給

付
」、
通
勤
災
害
の
場
合
は「
療
養
給

付
」
と
な
り
ま
す
（
通
勤
災
害
の
給

付
名
に
は
「
補
償
」
の
文
字
が
あ
り

ま
せ
ん
。）。
ま
た
、⑤
に
つ
い
て
は
、

業
務
災
害
は「
葬
祭
料
等
」、
通
勤
災

害
は「
葬
祭
給
付
」と
な
り
ま
す
。

二
　
保
険
給
付
の
概
要

　

個
々
の
給
付
を
見
て
い
き
ま
す
。

給
付
名
は
、
業
務
災
害
の
時
に
支
給

さ
れ
る
も
の
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

⑴
　
療
養
補
償
等
給
付

①
　
給
付
内
容

　
　

治
療
、
入
院
、
薬
剤
の
支
給
な

ど
が
該
当
し
、
傷
病
が
治
ゆ
（
完

全
に
治
っ
た
時
の
ほ
か
、
医
療
効

果
が
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
状
態

も
該
当
し
ま
す
。）
す
る
ま
で
給

付
さ
れ
ま
す
。

②
　
留
意
点

　
　

労
災
病
院
や
労
災
保
険
指
定
医

療
機
関
・
薬
局
等
（
以
下
「
指
定

医
療
機
関
等
」）
で
治
療
等
を
受

け
た
か
否
か
に
よ
り
給
付
方
法
が

異
な
り
ま
す
。
指
定
医
療
機
関
等

で
治
療
等
を
受
け
た
時
は
、
無
料

で
治
療
や
薬
剤
の
支
給
が
受
け
ら

れ
ま
す
（
現
物
給
付
）。
指
定
医

療
機
関
等
以
外
で
治
療
を
受
け
た

時
は
、
療
養
に
か
か
っ
た
費
用
を

一
旦
窓
口
で
支
払
い
、
事
後
に
療

養
に
か
か
っ
た
費
用
相
当
額
が
、

被
災
者
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

　
　

業
務
災
害
と
通
勤
災
害
の
保
険

給
付
は
、
原
則
と
し
て
同
じ
内
容

で
す
が
、
通
勤
災
害
に
よ
り
療
養

給
付
を
受
け
る
場
合
、
そ
の
者
が

初
回
の
休
業
給
付
を
受
け
る
際
に

一
部
負
担
金
と
し
て
２
０
０
円

（
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
つ
い
て

は
１
０
０
円
）
が
減
額
さ
れ
る
点

が
異
な
り
ま
す
。

③
　
他
制
度
と
の
違
い

　
　

業
務
外
の
傷
病
の
時
は
「
健
康

保
険
」
の
対
象
と
な
り
、
医
療
機

関
の
窓
口
で
健
康
保
険
被
保
険
者

証
を
提
示
し
て
治
療
等
を
受
け
、

一
部
負
担
金
（
３
割
負
担
等
）
を

支
払
い
ま
す
。
労
災
保
険
に
は「
被

保
険
者
証
」
が
な
く
、
ま
た
、
健

康
保
険
の
よ
う
な
一
部
負
担
金

（
３
割
負
担
等
）が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

労
災
保
険
の
場
合
は
、「
療
養

の
給
付
請
求
書
」
を
指
定
医
療
機

関
等
に
提
出
（
指
定
医
療
機
関
等

以
外
で
治
療
を
受
け
た
時
は
、「
療

養
の
費
用
請
求
書
」
を
労
働
基
準

監
督
署
に
提
出
）し
ま
す
。

　
　

病
院
で
治
療
等
を
受
け
る
時

は
、
労
災
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て

治
療
を
受
け
ま
す
。

⑵
　
休
業
補
償
等
給
付

①
　
給
付
内
容

　
　

療
養
の
た
め
労
働
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
賃
金
を
受
け
ら
れ
な
い

時
に
、
休
業
４
日
目
か
ら
、
休
業

１
日
に
つ
き
給
付
基
礎
日
額（
※
）

の
60
％
相
当
額
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

※　

給
付
基
礎
日
額
は
、
労
働
基

準
法
の
平
均
賃
金
に
相
当
す
る

額
を
い
い
ま
す
。
原
則
、
事
故

発
生
日（
算
定
事
由
発
生
日
）の

直
前
３
か
月
間
の
賃
金
を
、
そ

の
期
間
の
暦
日
数
で
割
っ
て
算

出
し
た
１
日
あ
た
り
の
額
で
す
。

②
　
留
意
点

　
　

休
業
開
始
か
ら
最
初
の
３
日
間

は
、
労
災
保
険
か
ら
休
業
補
償
等

給
付
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
業
務

災
害
の
場
合
は
、
こ
の
３
日
間
に

対
し
、
事
業
主
が
休
業
補
償
（
１

日
に
つ
き
平
均
賃
金
の
60
％
）
を

支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

労
災
保
険
は
、
労
働
者
の
業
務
上

又
は
通
勤
に
よ
る
傷
病
等
に
対
し
て

保
険
給
付
等
を
行
う
制
度
で
す
。

　

今
回
は
、
労
災
保
険
の
保
険
給
付

に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

一
　
保
険
給
付
の
種
類
等

⑴
　
保
険
給
付
の
種
類

　

労
災
保
険
の
保
険
給
付
の
種
類
に

は
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

①　

療
養（
補
償
）等
給
付

②　

休
業（
補
償
）等
給
付

③　

障
害（
補
償
）等
給
付

④　

遺
族（
補
償
）等
給
付

⑤　

葬
祭
料
等（
葬
祭
給
付
）

⑥　

傷
病（
補
償
）等
年
金

⑦　

介
護（
補
償
）等
給
付

⑧　

二
次
健
康
診
断
等
給
付

労災保険
の給付　



3─4月号

⑶
　
障
害
補
償
等
給
付

①
　
給
付
内
容

　
　

障
害
補
償
等
給
付
は
、
傷
病
が

治
ゆ
し
た
後
に
残
っ
た
障
害
の
程

度
に
よ
り
、「
年
金
」
又
は
「
一
時

金
」と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　

障
害
の
程
度
が
重
い
時
は
、
障

害
の
程
度
に
応
じ
第
1
級
（
給
付

基
礎
日
額
の
３
１
３
日
分
）
か
ら

第
7
級
（
同
１
３
１
日
分
）
の
障

害
補
償
等
年
金
が
毎
年
支
給
さ
れ

ま
す
。障
害
の
程
度
が
軽
い
時
は
、

障
害
の
程
度
に
応
じ
第
８
級
（
給

付
基
礎
日
額
の
５
０
３
日
分
）
か

ら
第
14
級
（
同
56
日
分
）
の
障
害

補
償
等
一
時
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
一
度
限
り
で
す
。

②
　
留
意
点

　
　

年
金
は
、
年
６
期
（
偶
数
月
）

に
分
け
て
支
払
わ
れ
ま
す
。
後
述

の
遺
族
補
償
等
年
金
及
び
傷
病
補

償
等
年
金
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

⑷
　
遺
族
補
償
等
給
付

①
　
給
付
内
容

　
　

被
災
労
働
者
の
死
亡
当
時
そ
の

収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て

い
た
配
偶
者
・
子
・
父
母
・
孫
・

祖
父
母
・
兄
弟
姉
妹
が
、
遺
族
補

償
等
給
付
の
受
給
資
格
者
と
な
り

ま
す
。
妻
以
外
の
遺
族
に
つ
い
て

は
、
被
災
労
働
者
の
死
亡
の
当
時

に
一
定
の
高
齢
又
は
年
少
で
あ
る

か
、
或
い
は
一
定
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
、
年

齢
・
障
害
の
有
無
に
よ
る
順
位
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
遺
族
補
償

等
年
金
は
、
遺
族
の
数
及
び
年
齢

に
応
じ
て
給
付
基
礎
日
額
の
１
５

３
日
分
か
ら
２
４
５
日
分
と
さ

れ
、
受
給
資
格
者
の
う
ち
最
先
順

位
者
に
対
し
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　

な
お
、
遺
族
補
償
等
年
金
を
受

け
る
遺
族
が
い
な
い
場
合
（
例
え

ば
、
受
給
資
格
者
の
中
に
妻
や
一

定
年
齢
・
障
害
の
状
態
を
満
た
す

受
給
資
格
者
が
い
な
い
）、
ま
た

は
、
既
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償

等
年
金
の
額
が
、
給
付
基
礎
日
額

の
１
０
０
０
日
分
に
満
た
な
い
場

合
は
、
一
定
範
囲
の
遺
族
に
対
し

て
給
付
基
礎
日
額
の
１
０
０
０
日

分
又
は
給
付
基
礎
日
額
の
１
０
０

０
日
分
か
ら
既
に
支
給
さ
れ
た
遺

族
補
償
等
年
金
の
額
を
差
し
引
い

た
金
額
が
、
遺
族
補
償
等
一
時
金

と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

②
　
留
意
点

　
　

遺
族
補
償
等
年
金
は
、
受
給
資

格
者
の
う
ち
最
先
順
位
者
が
死
亡

や
再
婚
な
ど
で
受
給
権
を
失
う

と
、
そ
の
次
の
順
位
の
者
が
受
給

権
者
と
な
り
ま
す（
こ
れ
を「
転
給
」

と
い
い
ま
す
。）。

⑸
　
葬
祭
料
等

　

死
亡
し
た
労
働
者
の
葬
祭
を
行
う

者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
支
給
額
は
、

31
万
５
０
０
０
円
に
給
付
基
礎
日
額

の
30
日
分
を
加
え
た
額
（
そ
の
額
が

給
付
基
礎
日
額
の
60
日
分
に
満
た
な

い
場
合
は
、
給
付
基
礎
日
額
の
60
日

分
）で
す
。

⑹
　
傷
病
補
償
等
年
金

①
　
給
付
内
容

　
　

傷
病
等
の
療
養
開
始
後
1
年
6

か
月
を
経
過
し
た
日
又
は
そ
の
日

以
後
、
一
定
の
傷
病
等
級
に
該
当

す
る
時
は
、
傷
病
等
級
に
応
じ
て

給
付
基
礎
日
額
の
３
１
３
日
分
か

ら
２
４
５
日
分
の
傷
病
補
償
等
年

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

②
　
留
意
点

　
　

療
養
中
の
傷
病
が
治
ゆ
し
、
障

害
が
残
っ
た
場
合
は
、
前
述
の
障

害
補
償
等
給
付
が
支
給
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

⑺
　
介
護
補
償
等
給
付

①
　
給
付
内
容

　
　

障
害
補
償
等
年
金
又
は
傷
病
補

償
等
年
金
の
受
給
者
の
う
ち
、
一

定
の
障
害
を
有
し
、
現
に
介
護
を

受
け
て
い
る
場
合
に
介
護
費
用
の

支
出
額
（
上
限
額
が
あ
り
ま
す
。）

に
相
当
す
る
額
が
、
介
護
補
償
等

給
付
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

②
　
留
意
点

　
　

親
族
等
の
介
護
を
受
け
て
い
る

者
で
、
介
護
費
用
を
支
出
し
て
い

な
い
場
合
又
は
支
出
額
が
最
低
保

障
額
を
下
回
る
場
合
は
、
一
律
に

そ
の
最
低
保
障
額
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
上
限
額
及
び
最
低
保
障
額

は
、
常
時
介
護
と
随
時
介
護
の
場

合
で
異
な
り
ま
す
。

⑻
　
二
次
健
康
診
断
等
給
付

　

事
業
主
が
行
っ
た
直
近
の
定
期
健

康
診
断
等
（
一
次
健
康
診
断
）
に
お

い
て
、
一
定
の
状
態
に
あ
る
時
（
血

圧
検
査
等
の
一
定
項
目
の
全
て
に
異

常
の
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
、
か

つ
、
脳
血
管
疾
患
又
は
心
臓
疾
患
の

症
状
を
有
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ

る
）
に
、
二
次
健
康
診
断
及
び
特
定

保
健
指
導
の
給
付
が
行
わ
れ
ま
す
。

三
　
特
別
支
給
金
の
支
給

　

労
災
事
故
が
生
じ
た
場
合
、
一
定

要
件
を
満
た
す
時
は
、
保
険
給
付
の

ほ
か
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
と
し

て
「
特
別
支
給
金
」
が
併
せ
て
行
わ

れ
ま
す
。
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　令和6年4月の労働基準法等改正により、
労働条件明示のルールが変更されました。
　これと併せ、職業安定法においても労働
者募集等をする時の明示事項の改正が行わ
れました。労働者が入社したときに明示す
るだけでは足りず、募集の段階から業務の
変更の範囲などを検討し、明示しておく必
要があることにご注意ください。
１　募集等の際の明示事項
　追加される明示事項は、次のとおりです
（労働基準法等の改正と同様です）。
①　従事すべき業務の変更の範囲（※）

②　就業場所の変更の範囲（※）

③	　有期労働契約更新時の基準（通算契約
期間または更新回数の上限を含む）

※	　「変更の範囲」とは、雇入れ直後にと
どまらず、将来の配置転換など今後の見
込みも含めた、締結する労働契約の期間

中における変更の範囲のことをいいます。
２　明示のタイミング
　ハローワーク等への求人の申込みや自社
ホームページでの募集、求人広告の掲載を
行う場合は、求人票や募集要項において、
少なくとも前述のような労働条件を明示し
なければなりません。ただし、求人広告の
スペースが足りない等、やむを得ない場合
には「詳細は面談時にお伝えします」など
と付した上で、労働条件の一部を別途のタ
イミングで明示することも可能です。
　この場合、原則として、面接などで求職
者と最初に接触する時点までに、全ての労
働条件を明示する必要があります。
３　その他の改正
　有料職業紹介事業者が事業所内に掲示し
なければならない次の事項は、その掲示に
代えて自社ホームページ等でも情報提供が
できるようになりました。
・手数料表
・返戻金制度に関する事項を記載した書面
・業務の運営に関する規程

労働者の募集等に関する 
制度改正

　令和6年3月から、国民年金保険料の口
座振替・クレジットカード納付での前納が、
年度の途中からまとめて振替（立替）でき
るようになりました。
　国民年金保険料の前納とは、一定期間の
保険料をまとめて前払いするもので、前納
により保険料を納付した場合は割引が適	
用（※）されます。前納の方法には、6か月
前納、1年前納、2年前納があり、前納す
る期間の長さにより割引額が変わります。
※	　6か月前納の場合で、初回振替（立替）
日が5月末から9月末となる場合は、9
月末までの間は割引なしの1か月分保険
料を毎月振替（立替）し、10月末に9月
分の保険料と10月分から3月分までの
6か月分の前納保険料を振替（クレジッ
トカード納付の場合は6か月分の前納保
険料のみを立替）します。
　口座振替又はクレジットカード納付の申
出書は、年金事務所等の窓口又は日本年金
機構のホームページより入手できます。

国民年金保険料納付方法の追加　
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